
茨城県
イラスト:H28「農作業安全ポスターデザインコンテスト」局⾧賞（東京都栗林厚さん）の作品



最も危険な産業でいいんですか?!!
農業の10万人当たりの死亡者数は

建設業の約2倍!交通事故の約5倍!
（参考:農林水産省「農作業死亡事故調査報告」「農林業センサス」「農業構造動態調査」、厚生労働省「死亡災害報告」、総務省「労働力調査」 ）

乗用トラクターによる農作業事故の実態
 令和5年に県内で発生した農作業事
故のうち、乗用トラクターによる農
作業事故が12％を占めています。

 乗用トラクターによる事故の約55％
が、ほ場や道路からの転倒・転落に
よるものです（左図）。

 転倒・転落事故の被害を防ぐために
は、以下の点に注意しましょう。

《注意点①》
シートベルトとヘルメットの着用を!
• シートベルトの着用で死亡率を1/8に低減
できます。

• 安全フレーム・キャブの効果を発揮するため
にはシートベルト・ヘルメット着用が必須です。

（参考:農林水産省「令和４年春の農作業安全確認運動の取組方針」）

《注意点②》
作業にゆとりを持ち、危険な道は避ける!
• 幅の狭い道、ぬかるんだ道、雑草で路肩が分かりにくい道な
ど、たとえ近道であっても、危険性の高い道はできる限り避け
ましょう。

• 路肩の草刈りや、道の拡幅といった根本的な解決策も検討して
ください。
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（参考:「農産業安全の手引き」、茨城県、
令和6年6月）
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